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第５回小学校統合委員会・総務部会 要点記録 

 

１．日  時    平成３０年１０月１１日（木） 午後 ７時３０分開会 

         平成３０年１０月１１日（木） 午後 ９時０５分閉会 

２．件  名   第５回小学校統合委員会・総務部会 

３．開催場所   河南町役場  大会議室北 

４．会議次第   ① 開会 

② 議事 

          （１）通学に関することについて 

          （２）校歌・校章に関することについて 

          （３）式典行事に関することについて 

          （４）その他 ・統合委員会通信について 

     ・報告事項等について 

③ 閉会 

５．審議内容 

 

次 第 執行者 内            容 
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本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。只今から「第５回 白木小学校・河内小学校・中村小学校

統合委員会」及び「総務部会」を開催させていただきます。 

まず、皆様にご報告がございます。前回の統合委員会まで委員長

を務めていただきました槇野様が勇退されました。委員長が勇退さ

れましたので、白木小学校・河内小学校・中村小学校統合委員会設

置要綱第５条第４項の規定では副委員長がその職務を代理するこ

ととなっていることから、副委員長を仰せつかっております私・寺

塩が本日の統合委員会の委員長が選出されるまでの間、進行をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

まず、最初に、新田教育長よりご挨拶いただきたいと思います。 

それでは、新田教育長、よろしくお願いします。 

 

皆さん、こんばんは。本日は、皆様方、何かとお忙しい中、また、

お昼のお仕事でお疲れのところ、夜分にかかわらずお集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。 

本日は、第５回統合委員会そして、総務部会の合同の開催となり

ます。先程、寺塩副委員長様からお話がありましたように、第１回

から第４回まで、委員長を務めていただきました槇野前委員長様に

おかれましては、長らく町の自治振興にご尽力いただき、本年４月

をもって、区長を勇退されました。この関係で、本会の委員長を交

代されます。これまでの円滑な議事進行を務めていただきましたこ

とを改めて、感謝申し上げたいと思います。本日は、副委員長さん

に議事を進めていただき、まずは、新委員長さんをご選任いただく
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ことになりますので、寺塩副委員長様をはじめ委員の皆様方よろし

くお願いいたします。 

さて、平成３１年４月の新校かなん桜小学校の開校も残り６ヶ月

を切りました。開校に向けての工事も鋭意進めており、空調機器の

設置やクラス数の増加に対応すべく改造工事も大詰めを迎えてお

ります。今年の夏の暑さも半端ではありませんでした。今回の工事

で全ての教室にエアコンを設置いたします。 

次期学習指導要領は、小学校にあっては、平成３２年度から全面

実施となりますが、英語の教科化に伴って、標準授業時間が、３年

生以上で年間３５時間分が増えることになります。エアコンの設置

で、平成３１年度から夏休みを５日間短縮したいと考えています。

子ども達から「なんで、休み減るやん。」というような声が聞かれ

るかもわかませんが、過密な時間割を避けるには、この効果は高い

と考えております。また、エアコンの整備により、涼しい環境のも

とで、快適に勉強できることと信じています。 

次に、大阪芸術大学の先生方にお願いいたしました校歌、校章の

案をお預かりしております。新校の特色を生かした素晴らしい作品

です。皆様も納得いただけるものと思っておりますが、ご審議のう

えご採用いただきますようお願いいたします。 

それでは、本日の委員会が、意義ある会合となりますことをご祈

念申し上げ、私からのご挨拶といたします。本日はよろしくお願い

いたします。 

 

ありがとうございました。議事に入る前に統合委員会及び統合委

員会総務部会部員に異動がありましたので、事務局から説明願いま

す。 

 

 統合委員会において、中村校区の住民代表「槇野委員」が本年４

月２７日付けにて区長を交代されましたのでその代わりの委員と

して中地区区長、中村地域区長会会長である「阪口委員」に委嘱さ

せていただきました。また、総務部会において河内校区の住民代表

「小川部員」が本年４月１日付けにて区長交代をされましたのでそ

の代わりの委員としてさくら坂１丁目区長である「坂井部員」に委

嘱させていただきましたことを報告いたします。 

 

阪口委員、坂井部員にはよろしくお願いします。一言ご挨拶をお

願いします。 

 

ただ今、ご紹介いただきました中村校区中地区区長の坂口でござ

います。今、お聞きしますと、第１回から４回まで、色々と委員の

皆様にご審議いただいたということで、私は初めての参加でどう進

められるのか不安になっています。しかし、今日が最初で最後にな

るのではと思っています。後ほど、新委員長が選出されましたら、
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新委員長のもとで、微力ではありますが、力を尽くしてまいりたい

と思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

続いて、坂井部員よろしくお願いします。 

 

さくら坂１丁目区長の坂井です。私も、初めての参加ですが、一

緒に頑張って行きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、次第に従いまして議事を進めてまいります。 

まず、始めに、「統合委員会委員長の選出」をお願いいたします。

委員長の選出については、本委員会の設置要綱により、「委員の互

選により定める」こととなっておりますが、如何させていただいた

らよろしいでしょうか。 

 

副委員長の葛田様にお願いしてはどうでしょうか。 

 

ただ今、「副委員長の葛田様」とのご意見をいただきました。他

にございませんか。ないようですので、提案いただいたとおり葛田

様に委員長にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

《異議なしの声あり》 

 

「異議なし」の声をいただきましたので、拍手を持ってご承認を

お願いいたします。 

 

《拍手》 

 

ありがとうございます。それでは、葛田委員長、委員長席へ移動

をお願いいたします。 

それでは、葛田委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

皆さん、こんばんは。只今、ご紹介いただき、委員長として承認

いただきました葛田でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。本日は、皆様方におかれましては、お昼のお仕事でお疲れのと

ころ、夜分にもかかわりませず、ご出席いただきましてありがとう

ございます。 

それでは、早速ではございますが、平成３１年４月１日、３校が

スムーズに統合できるよう、委員の意見を集約し、統合委員会でき

ちんと、良い結果が出るよう議論していきたいので、皆さまもよろ

しくお願いいたします。 

それでは、次の案件、「統合委員会副委員長の選出」をお願いし

ます。副委員長の選出については、本委員会の設置要綱により、「委

員の互選により定める」こととなっておりますが、如何させていた
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だいたらよろしいでしょうか。 

 

中村校区住民代表の阪口様にお願いしてはどうでしょうか。 

 

ただ今、「中村校区住民代表の阪口様」とのご意見をいただきま

した。他にございませんか。ないようですので、提案いただいたと

おり阪口様に副委員長にお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

《異議なしの声あり》 

 

「異議なし」の声をいただきましたので、拍手を持ってご承認を

お願いいたします。 

 

《拍手》 

 

ありがとうございます。それでは、阪口様、副委員長の方をよろ

しくお願いいたします。 

それでは、議事の方に移らせていただきます。 

議事（１）通学に関することについて、総務部会中川部長から説

明願います。 

 

 通学に関することについては、前回、第４回においても、案は出

ましたが、中村校区の方で、新たにということがあるので、中村小

学校、清水校長よろしくお願いします。 

 

 中村小学校校区のスクールバスの運行につきまして、ご検討、ご

承認いただきたい件がございます。 

資料１の８、スクールバス運行計画案７号車でございます。出屋

敷、なかむら公園を経て学校へと向かうルートですけれども、先日、

寛弘寺の区長様より、寛弘寺地区住民の総意として、このルートの

途上である金剛バスの寛弘寺バス停付近に、スクールバスのバス停

を設置して欲しいという要望がございました。寛弘寺地区児童は、

当初の案では、なかむら公園で乗り降りすることになっておりまし

たが、利便性、安全性、また、地域のバランス等を考慮し、寛弘寺

地区にもバス停を設置してもらいたいのが、主な理由です。 

 先日、教育委員会事務局に用意していただきましたスクールバス

に、寛弘寺地区の代表の方、保護者代表の方、学校管理職、教育委

員会事務局のスタッフが乗り、バス停付近の現場を検証いたしまし

た。そこで、児童の待機場所が確保できるとの見通しがたちました

ので、地区からの要望につきまして、この統合委員会でご承認いた

だきたく存じます。昨年度、一旦スクールバスのバス停につきまし

ては、統合委員会で決定されてことではありますけれども、地区の
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方で、再度熟考されたうえでのご要望と存じます。ご検討、また、

ご承認を賜りますようお願いいたします。 

 

ありがとうございます。地域の皆さん方とお話を十分したうえで

の変更ということでございますが、いかがでございますか。 

 

《異議なしの声あり》 

 

他に、ご意見、ご質問がないようですので通学に関することにつ

いては、事務局案どおりに決定したいと思います。 

それでは、次の議事（２）校歌・校章に関することについて、総

務部会中川部長からの説明願います。 

 

まず、校章の方から、画面を見て下さい。４つ程の案をいただき

ましたが、最終的には、今、ご提示させていただいている校章にな

りました。 

経緯につきましてご説明させていただきます。今回、先生が考え

ていただく中で、コンセプトをどのようにするかで、斬新で、シン

プルで、すぐに見てわかるもの、記憶に残りやすいもの、そういう

イメージでつくっていただいたようです。特に、桜の花びらがイ

メージできます。白でかたどっている部分と右側の数字の１に見え

る部分が、かなん桜の「カ」を表しているイメージです。要は「桜

とか」というものを、複合的に、また立体的に、そういうイメージ

でつくっていただいたとの先生の話を聞くと、なるほどというふう

に思いました。 

また、白木小学校。河内小学校、中村小学校の３校の学校が１つ

になるとか、一人ひとりを大切にするというような１のイメージで

この形がいいかなと我々の方では受け止めました。 

 

何かご意見、ご質問がございますか。この校章、また、後の校歌

につきましても、芸大の先生方に現地を歩いていただいて、十二分

にご検討いただいた上で、提案いただいたと聞いています。本当に

私達が考えるようなイメージとちがうのですがいいなと思います。

ご意見お願いします。 

 

校章を使用するのは制服とか、帽子とかですか。 

 

帽子や標準服には、使用せず、名札に使用したいと思っておりま

す。色のことを補足説明させていただきますが、色は、桜色を基本

としております。他にゴールド、シルバー、黒というのは、場面に

よって使い方できることとされています。 

 

皆様のお手元の資料２に、先生から説明いただいたことについ
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て、具体的に、体育館の舞台の上や玄関等に使用するイメージがあ

ります。ご参考にしていただけたらと思います。 

 

最初見た時に、「１」とは、思いましたが、「カ」とは読みにくい

なと思いました。「カ」が、メインなのですね。カには、見えにく

く、１の方が目立っているように感じますので、学校の名前と１は、

関係があったのかなと思いましたが、あまりなさそうです。他の案

は、どのような感じだったのですか。 

 

同じような形の「カ」の部分が、アルファベットの「Ｋ」です。

もう一つは、ひらがなの「か」です。単なるひらがなの「か」で、

可愛らしいイメージの「か」です。もう一つ最後にあったのは、山

をイメージするような形です。 

 

近つ飛鳥小学校は、従来の感じですか。 

 

近つ飛鳥小学校は、古墳をイメージしています。近つの「Ｃ」に

飛鳥の「Ａ」。前方後円墳の「Ｃ」の部分に尖っている部分「Ａ」

を付け加えて、複合的に重ねあわせたような校章です。 

 

確かに、近つ飛鳥小学校も漢字で書いた時、普通に表記した時の

近つ飛鳥というイメージと校章がぴたっとくるかというとそうで

はなく、あくまでマーク化していますね。 

 

学校がある限り、これを使うことになりますので、ご意見を下さ

い。 

 

見た４つのなかで、提案されたのが一番いいように思います。１

については、３つの学校が一緒になったという理由を説明すれば理

解していただけると思います。 

 

当然どのマークにしても、おそらく立ち上げ期は、そういう説明

をする場面が普通に発生してくると思います。説明することで、広

まって行くことにもなるのかなとは思います。 

 

カタカナのカですね。点があると、ひらがなになる。右側がシン

プル過ぎて、物足りないかなと思えます。 

 

 前回、前々回にお任せする、こちらでは出来ないからと決まって

いることですから、案の中で選出していただいたものがいいのでは

と思います。そうでないと前に進みません。 

 

委員からいただいたご意見で、進めさせていただき、この案でよ
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ろしいですか。拍手を持ってご承認をお願いいたします。 

 

 《拍手》 

 

 ありがとうございます。続きまして、校歌について、説明をお願

いします。 

 

 続いて、校歌です。資料２－１を見て下さい。ＣＤがありますの

で、聴いていただきます。 

«校歌を聴く» 

 校章と同じで、この歌を聴かせていただいて、芸大に行き、話を

聞きました。先程申し上げたように、作詞・作曲の先生方は、河内

小学校、新校になる場所に来ていただいて、周りの自然、あるいは

３校の歴史等の聞き取りを丁寧にしていただきました。新校の学校

教育目標、「自立、共生、創造」というこれも決定事項として通信

を出していますが、その話もさせていただきました。自立、共生は、

今の３校、どこの学校でも目標にあげていることですし、新しいも

のを創りあげて行くという意味での創造を付け加えているので、そ

のことも聞いていただいて持ち帰って考えていただいたのが、この

歌詞と曲想ということです。歌詞を見ていただくと、１番が河南町

の校区全体の自然のことを取り入れていただいている。２番につい

ては、河南町の歴史のことであるとか、河南町の特徴というあたり

も歌詞に取り入れていただいている。１番にも２番にもある自分で

考え、みんなでつくろうという、これは、先ほどの学校教育目標を

イメージしていただいています。 

  

 ありがとうございます。説明が終わりました。ご意見、ご質問を

お受けいたします。 

 

《質疑応答なし》 

 

ご説明いただきました。ほかにないでしょうか。なければ、拍手

でご承認いただけますでしょうか。 

 

《拍手》 

 

（２）校歌については、事務局案どおりで決定したいと思います。 

それでは、次の議事（３）式典行事に関することについて、事務

局からの説明願います。 

 

「（３）式典行事に関することについて」・・・資料３に基づき説明 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部会部長 

 

 

 

 

説明が終わりました。ご意見、ご質問をお受けいたします。 

 近つ飛鳥小学校のことで、この委員会と関係ないのですが、近つ

飛鳥小学校の入学式は何時からですか。 

 

午前１１時からと考えています。補足ですが、中学校の入学式も

同日です。午後２時からとなっています。お子様が、小学校と中学

校に入学される方に配慮できるようにと考えています。 

 

式典に参加される来賓が、別れて参加していただくことになると

いうことですね。閉校式は、日程をずらしていただいていますね。 

何かご質問、ご意見がありますか。 

 

前回にも、質問をしましたが、私は、新１年生の子どもがいます。

開校式に出席すると、子どもを見ることができないので、新１年生

も開校式に出席することは可能ですか。 

 

椅子等を用意することなどの配慮を検討させていただきます。 

 

 

他に、ご意見、ご質問がないようですので、（３）式典行事に関

することについては、事務局案どおりに決定したいと思います。 

それでは、次の議事（４）その他案件 統合委員会通信について、

事務局からの説明願います。 

 

「統合委員会通信について」・・・資料４に基づき説明 

 

 

説明が終わりました。ご意見、ご質問をお受けいたします。 

 

昨日、保護者部会がありました。その中で、通学バスに先生が乗

られますかという質問が出ました。保護者の皆さんはバス通学が初

めてなので、バスには先生が乗らないなどを統合通信に掲載し、説

明をしてほしいです。また、かなん桜小学校のバス通学を見ました

ら、午前８時１０分前後に小学校に到着の予定ですね。河内校区の

子どもは、徒歩で登校し、８時頃に学校に着きます。学校の門は８

時にまで開きません。それまで、門の前で待機しています。その状

況で、通学バスとの危険性がありませんか。 

 

新校が考えることですが、お話の通りで、以前から思っていまし

たので、例えば、登校時間をずらすのは難しいかもしれないので、

今までのように待機するというのは、不可能と思います。バスが

入って来ますので、中に入れる等の検討の余地はあると思います。

また、考えなければならないと思います。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部会部長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

総務部会部長 

 

 

委員 

 

総務部会部長 

 

 

 

委員 

 

委員長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内小学校の保護者の方から、門の所に、安全員等の設置を考え

ておられないですかということです。バスが７台も来ますので、登

校、下校ですが、先生が門まで来られますが、その後は解散で、子

どもは帰ります。バスに乗る子、乗らない子、バスが停まっている

所を歩いて帰ります。４００人近くの児童がいますので、そういう

ことも視野に入れていただきたいという保護者からのお話を聞い

ています。 

他市でも、平日は放課後から、土曜日は朝８時から交代制で行っ

ている地域があります。正門、校門があるところだったらいいので

すが、通用門が１つしかないので、もう一度考えていただきたいと

思います。 

 

お話されていることは、よくわかります。当然考えなければと

思っておりました。ただ安全員と言いますか、人が付く、付かいな

いことについては、事務局との話もあります。今の登下校について

は、当然今の状態にバスが来るとは全く思っていません。安全を第

一に考えなければと思っています。ご意見をいただいた方には、そ

のように言って下さいますようお願いします。 

 

それは、いつ頃お話いただけますか。 

 

それは、新校のことですので、今の段階でいつとはお答えしにく

いです。 

 

閉校式までには、お話いただけますか。 

 

その頃には決まっていると思います。その頃に決まってなかった

らおかしいので、ただ、人がつくかどうかはわからないです。先程

の下校の在り方の案は、当然出ていると思います。 

 

わかりました。 

 

バスに先生が乗らないというのはどうされますか。 

 

バスだけの問題ではないと思います。乗り遅れる子どもがでてき

たりとか、保護者が学校まで送ってこられたりというのも多々ある

と思います。その車の交通に関することとか、安全面とか、時間が

重なることとか。現在、中学校もそうですが、役場の前に止めない

で、多目的広場に停めるようにされています。そういう送ってくる

時、車の停める場所を確保していただかないと、地域の方の迷惑に

なります。白木や中村校区の方は、初めてのことですので、さくら

坂まで上がって行くのに、台風が来た時など、送って行っていいの
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委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員長 

か、バスが運行するのか、そういう災害に関する時の対策も考えて

いただかないといけないと思います。 

 

そういう細かい話は、前にも出ていました。決まった時点で保護

者の方に話をしないといけないと思います。 

ここでは、だいたい総論的な話を決めていただいて、各論になり

ましたら、それぞれでやっていただかないと、ケースバイケースが

出てくると思います。 

 

バス停に関しても、バス停までの送り迎えは保護者がするのか、

帰ってくる時間に、保育園や幼稚園のバスのように誰かが責任を

もって降りたのを確認できるような人を付けるのか、ブルーガード

に依頼するのか色んな問題が出てくると思います。そのようなこと

についても検討していただきたいと思います。 

 

以前に学校から、そのようなご意見があり、特にバス停について

は決め、ルートをある程度、皆様にお示ししましたが、実際に白木

小学校区、中村小学校区のお子さんは、どのバス停にどのように行

くのかということがあります。近つ飛鳥小学校の場合は、バス停ま

では集団登校し、バスに乗って登校する方式をとっています。かな

ん桜小学校もその方式を考えています。当然、そうなりますと、現

在の各学校で、今年度内、遅くとも２月末までに、各保護者に、新

１年生の保護者には、２月に実施される入学説明会で、一定の説明

をしなければならないと考えています。 

併せて、委員の方からのお話がありましたように、暴風警報が出

ましたら、一時自宅待機になりますので、午前８時の段階で解除に

なったら、何時にどのバス停に行くというような細かいことを学校

と調整し文書にして、保護者に説明させていただくのがいいと考え

ています。このようなことを統合通信に載せますと、色んなことを

載せなければならなくなります。また、変更することになった場合

に、また統合通信を出さなければなりません。ここは、大きなこと

を決めていただく方がいいのではと思います。いろいろと不安を

持っておられる方については、学校も認識していますので、学校と

調整しながら、また、保護者の方々と協議しながら進めたいと思い

ます。 

 

各校、子どもをバスに乗せたりする練習は考えておられますか。 

 

実施したいと思っています。だた、その時期は、学校と調整し、

保護者の方にお知らせしたいと思います。 

 

 

他に意見等はございませんか。なければ、詳細なことは、今後事
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務局で進めていただということにさせていただきます。それでは、

その他の案件 報告事項等について説明をお願いします。 

 

 その他の案件 報告事項等について「町制施行時以降の園児・児

童・生徒数、河南町立小学校・中学校の変遷、河南町保育園・幼稚

園・こども園の変遷」「かなん桜小学校支援学級の創立にあたって

の要望について」・・・資料５などに基づき説明 

 昨日、保護者部会がありました。この保護者部会の報告を保護者

部会の部長、清水部長から報告していただきます。 

 

 保護者部会の報告をさせていただきます。昨年度来、新校におき

ましても、ＰＴＡの組織が必要であるという認識のもとに、新たに

ＰＴＡを立ち上げるにあたって、組織案、規約案について検討を続

けてまいりました。昨日開催されました保護者部会において、ＰＴ

Ａの規約案が了承されました。今後、本部役員の選出、また、活動

内容等の具体的なことにつきましては、今の各校のＰＴＡ会長の方

にも加わっていただいて、新たにＰＴＡ準備委員会を立ち上げ、今

後は、そこで進めることになりました。新校開校までに、数回の会

合を開催し、役員の選出を進めて行くことになっています。以上で

保護者部会からの報告とさせていただきます。 

 

それでは、これをもちまして、統合委員会での審議は全て終了と

させていただきます。まとめとして教育長の方からご挨拶いただき

ますでしょうか。 

  

皆さん、本当にご苦労さまでした。 

先ほど、事務局の方からも説明がありましたとおり、統合委員会

で行う審議は今回で全て終了しました。案件の全てを慎重審議いた

だき、ご承認いただきましたことに、心から感謝を申し上げます。 

全国的な少子化に伴い、学校統合は、本町のみならず、多くの市町

村が経験いたしており、中には、統合協議が途中で紛糾してしまう

ケースも少なくないのも事実であります。そんな中で、皆様方に

あっては、平素より、教育への関心が高く、次代を担う子ども達の

より良き教育環境の改善に向けて、皆さんが一つになって、真剣に

そして熱心に取組んで頂き、委員会を終えることができましたこ

と、心より敬意を評させて頂きます。 

さて、昨年８月に小学校統合委員会及び総務部会、保護者部会、

教育課程部会を設置いただき、委員の皆様または部員の皆様には、

新しい小学校の校名や通学に関することをはじめとして色々な課

題に対し、積極的なご議論ご検討を重ねていただき、本当にありが

とうございました。お蔭をもちまして、校名については、「かなん

桜小学校」という素晴らしい名前を命名頂きました。 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、通学について、スクールバスの運行に関しては委員会、部

会内での検討にとどまらず、各学校内においても安全性、利便性な

ども考慮し、細かく検証いただいたことや 児童の学校生活に関す

ることについては、通学の服装や体操服などは現在の各小学校のデ

ザインなどを考慮し、様々な種類の服装などを決定いただいたこと

など、皆様のご尽力に敬意を評させていただきます。 

今後も統合委員会や各部会での皆様からのご意見等を十分に留

意させていただき、開校に向けて取り組んで参りますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

委員の皆様には、各学校の閉校式やかなん桜小学校の開校式のご

来賓としてご案内させていただきますのでぜひ、ご臨席賜りますよ

うお願いいたします。 

また、新校の開校に伴い、ＰＴＡも組織されますが、本委員会の

保護者の皆様方は、ＰＴＡ活動にも理解ある方々と認識いたしてお

ります。しかしながら、『ＰＴＡは、当然参加すべきもの』という

価値観が共有されていた時代は、過去のものとなりつつあるのも現

実です。加入をめぐるトラブルも各地でおきており、河南町におい

ても、数年前から、各学校長に『ＰＴＡは、あくまでも任意団体で

ある。』と言うことを意識して、その運営に係わって欲しいと教育

委員会から発信しているところです。だからと言って、ＰＴＡは、

もう要らないとは、私自身も思っていません。教職員と保護者が協

力して、子ども達を見守り育んでいくという役割は、今後も健全に

維持増進して頂きたいと思っています。そんな中で、今、お配りし

ました資料にありますように、裁判となった事例があります。 

大阪府内のある私立中学校でのトラブルですが、ＰＴＡ・保護者会

への加入の自由と言う面の中段の中ほどを見て欲しいのですが、卒

業記念品の配布義務というところです。私自身もこの判決を見て、

確かに法律的には、非会員の子どもにコサージュを渡す義務はない

とする点は理解できるが、これでいいのかな。これが、前例になる

と、学校内行事において、全ての子どもを平等に取り扱うという、

基本原則が崩れてしまう危機感を持ちました。ＰＴＡは、任意団体

ではあります。しかし、地域の皆さんやＰＴＡの皆さん方の理解と

協力が無くては、地域に根差した学校づくりは、できません。ＰＴ

Ａ設立に当たっては、学校も保護者も過度な負担のない、みんなの

理解と協力が頂ける、その時代時代に即した円滑に運営ができるＰ

ＴＡを教職員、保護者の総意により、造り上げて頂くことをお願い

いたします。 

最後になりましたが、新たに開校するかなん桜小学校は、子ども

たちや３校の地域の方々にとっても、「夢のあるすばらしい小学校」

になること、そして、皆様方の益々のご健勝とご多幸を祈念いたし
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委員長 

 

 

 

まして、統合委員会の閉会の挨拶とさせていただきます。本当にお

世話になり、ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。以上で、本日の案件は終了いたしまし

た。 

皆様のご協力により、議事案件を滞りなく進めることができまし

た。本当にありがとうございました。 

それでは、これをもちまして、第５回白木小学校・河内小学校・

中村小学校統合委員会・総務部会を終了させていただきます。 

皆さん、長時間ご苦労さまでした。 

 


